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規 則

高知県狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和 6年 3月26日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第29号

高知県狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則

高知県狂犬病予防法施行細則（昭和25年高知県規則第76号）の

一部を次のように改正する。

第 4条第 2項中「戸籍抄本」を「住所、氏名及び生年月日が記

載された公的機関が発行する書類又はその写し」に、「 2 枚及

び」を「 2枚並びに」に改める。

第 8条中「フレキシブルディスク」を「電磁的記録媒体（電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をい

う。）」に改める。

別記第 1号様式、別記第 2号様式、別記第 4号様式及び別記第

5号様式中「㊞」を削る。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正前の高知県狂犬病予防法施行細則別記様

式は、この規則による改正後の高知県狂犬病予防法施行細則の

規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
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